7宅建長野第37号
令和7年8月1日
長野地区 会員各位
(公社) 長野県宅地建物取引業協会
　　 　  長野支部長  市川  昇
情報提供委員長  増田 裕一郎

長野地区行政懇談会に対する要望意見提出について(依頼)

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は、本会会務運営に際し格別のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、例年実施の行政との懇談会を各地区で開催するにあたり、会員の皆様から行政に対する　　ご意見・ご要望を頂戴したいと思いますので、関係市町村並びに県等に是正の要望・ご意見が　ございましたら、別紙にご記入のうえ、長野支部事務局までご送付賜りますようお願い申し上げます。

記

	1. 提出締切日
	令和7年8月18日（月）

	2. 提出方法
	下記にご記入のうえ、メールにて支部事務局までお送りください。　　　n-taku.ken@grape.plala.or.jp



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
過去の行政懇談会要望事項一例としまして、
・位置指定道路の行政による取得について
・市街化調整区域及び都市計画区域外における農地転用許可について
・行政地図情報の掲載拡充に関する要望
・固定資産税の軽減措置について　
・空き家の助成金増額要望 等が議題として挙げられております。
行政懇談会に対する要望事項
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